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1．	 はじめに	 

	 2009年8月に制定された国際電気標準会議規

格(IEC	 62110)において，交流電力システムが発

生する低周波磁界の人体へのばく露を考慮した

平均ばく露レベルおよび最大ばく露レベルを求

める手順が規定され[1]，我が国では2011年に人

によって占められる空間の平均値を200µT以下
とする磁界規制値が導入された[2]．しかし，そ

の手順に準拠した実態調査結果は，ほとんど報

告されていないようである．	 

	 本報では，IEC	 62110に準拠し，歩道端に設置

された配電用の変圧器塔，開閉器塔，電柱のケ

ーブル立上り部から発生する低周波磁界を測定

し，平均ばく露レベルおよび最大ばく露レベル

を求め，磁界規制値200µTとの比較を行う．	 
	 

２．用語解説と背景説明	 

	 まず専門的な用語の解説と，それに絡めて本

報の背景を説明する．	 

２．１	 配電設備とは	 

	 電力の供給システムは大きく「発電」，「送電」，

「配電」の三つに分けられる[3]．	 

	 発電所の発電機で「発電」された 275〜500kV

の電圧は，幾つかの変電所で段階的に降圧され

る．その発電所から変電所，変電所から変電所

の間の伝送を「送電」といい，その経路にある

電線路や機器のことを送電設備と呼ぶ．変電所

を経てある程度(6,600V または 22kV)まで下げ

られた電圧を需要家である工場やビル，一般家

庭に届ける区間の事を「配電」といい，その経

路にある設備のことを「配電設備」と言う．	 

	 一般住宅向けによく用いられている配電設備

の一つが三相３線式の電柱で，配電変電所から

送られた 6,600V の電圧が，需要場所の側で電柱

の 上 に 設 置 さ れ た 柱 上 変 圧 器 に よ っ て

100/200V に降圧され，需要家の引込線に配電さ

れるようになっている．電柱等に架けられて空

中にある電線を「架空配電線」と言い，それに

対し，地中に電線を埋設した物を「地中配電線」

と言う．	 

２．２	 歩道端に設置された配電設備	 

	 地中配電線は，電線を通信用ケーブル等と一

緒に地中の電線共同溝に埋設した物で，景観の

改善や路上スペースの確保を目的に「無電柱化」

の手法の一つとして 1980 年代後半から採用さ

れている．始めは大都市の幹線道路を中心に整

備されていたが，近年は歴史的な街並やバリア

フリー整備地区等にも対象が広げられている．

地中配電線は架空配電線に比べて自然現象や外

部接触による事故等が発生し難いという利点が

あるが，反面実際に故障した場合，目視による

確認が出来ない為，復旧に時間がかかるという

欠点がある．地中配電線用の変圧器等の配電機

器は地上，または地下に設置される	 
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図１	 歩道端に設置された配電設備	 

	 

	 今回の測定では，図１(a)の様な地上置き変圧

器塔と開閉器塔，図１(b)の様な 6,600V の地中

配電線を電柱上の架空配電線に繋ぐケーブル立

上り部の 3 種類の歩道端に設置された配電設備

から発生する低周波磁界の強さを測定した．	 



２．３	 電磁界とその分類について	 

	 低周波磁界について触れる前に，まず電磁界

について簡単に説明する．	 

	 電磁界とは電界と磁界をあわせて言った物で，

空間に電気の力と磁気の力が働いている状態の

事である．導体である電線等に電圧がかかると

その周りに電界が発生し，電線に電流が流れる

とその周りに磁界が発生する．	 

	 電磁界は周波数と波長によって性質や作用が

大きく違い，その分類や定義域は学問分野によ

って異なっているので，ここでは電磁界情報セ

ンターで用いられている電磁界の分類表を表１

で紹介する[4]．放射線は，物質中を通過する時，

構成原子から電子を弾き飛ばす電離作用を持つ

事から電離放射線と呼ばれる．それに対して電

離作用を持たない電磁界は非電離放射線と呼ば

れる．非電離放射線の中でも光より周波数の低

いものを更に高周波電磁界，中間周波電磁界，

超低周波電磁界，静電磁界と分類している．	 

	 本報で測定対象とした電力設備からは主とし

て 50/60Hz の磁界が発生するので，300Hz 以下

の超低周波電磁界の中に分類される．	 

表１	 電磁界の分類	 

	 	 

２．４	 ICNIRP のガイドライン	 

	 人体を，電磁界へのばく露による健康への影

響から防護する指針として最も広く利用されて

いるのは，WHO が認知している非政府機関，国

際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)のガイドラ

インで，世界中の約 50 ヶ国で採用が進んでいる．

ICNIRP のガイドラインには人体への刺激作用

による影響を防止する観点から定められる基本

制限と，基本制限を元に実際に測定可能な量の

値を評価する参考レベルがある．2010 年に改訂

された 100kHz までの電磁界，超低周波および中

間周波に関する ICNIRP のガイドラインによる

体内の誘導電界の基本制限は頭部の中枢神経に

対するものと頭部および胴体の全組織に対する

ものとに分けて考えられ，通常の生活で浴びる

公衆ばく露について安全のために低減係数を盛

り込んで定められている．しかし体内の電界強

度は組織内部の電磁気量なので直接測定する事

が出来ない．その為，測定可能な物理量の値を

用いて適切な人体モデルとばく露条件を仮定し

体内に生じる電界強度を推定する．その時に使

われる体外の電磁界強度を参考レベルと言う．	 

２．５	 日本における商用周波電磁界規制値	 

	 日本では 2011 年に経済産業省が「電気設備に

関する技術基準を定める省令」を一部改正し，

ICNIRP ガイドラインの参考レベル 200µT を商
用周波磁界の規制値として導入した．そこでは

「人体の受ける全身平均値が 200µTを超えては
ならない」とされている．	 

	 商用周波電界の規制値は，ICNIRP ガイドライ

ンで 5kV/m であるが，日本では 1976 年に，より

厳しい 3kV/m で規制され，実施されている．商

用周波電磁界の ICNIRP ガイドラインと日本の

規制値の比較を表２に示す．	 

	 

表２	 日本の商用周波電磁界の規制値と

ICNIRP	 参考レベルとの比較	 

	 
	 

２．６	 地上置き配電設備から発生する低周波

磁界の評価	 

	 今回測定した様な地上置き配電設備は，都市

部の配電線地中化によって多く設置されるよう

になって来ている．また，一般の人々が容易に

すぐ側まで近付く事が出来る事等から，低周波

磁界の評価が必要不可欠と考えられるにも関わ

らず，今までの所，測定位置やデータ処理方法

などの評価方法が決められていなかった為，適

切な評価が充分になされていなかった．この様
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な背景を基に，本報では，IEC	 62110 に準拠し

て歩道端に設置された配電設備から発生する低

周波磁界を測定し評価した．	 

	 

３．	 IEC	 62110 について	 

３．１	 IEC	 62110 の概要	 

	 国際電気標準会議規格(IEC	 62110)とは，交流

電力システムが発生する電界・磁界への人体ば

く露を考慮した平均ばく露レベル，および最大

ばく露レベルを求める手順を規定したもので，

国際非電離放射線防護委員会（ICNIRP）の参考

レベル，米国電気電子学会（IEEE）の最大許容

ばく露量(MPE)などの国際・国内基準への適合性

判断に使用することができる．適用範囲は，一

般の人々が近づく事の出来る電力システム(架

空送配電線路，地中ケーブル，変電所，その他

の送配電機器からなるシステム)が発生する商

用周波電界・磁界で，直流電力システム，鉄道

システム，職業的ばく露には適用されない．	 

	 IEC	 62110 における平均ばく露レベルとは，

人がばく露される磁界の全身にわたる平均値に

相当する値として定義され，最大ばく露レベル

は，ある区域内における平均ばく露レベルの最

大値として定義される．	 

３．２	 平均ばく露レベルを求める基本的測定

手順	 

	 平均ばく露レベルを求める基本的測定手順に

は，磁界が均一と見なせる場合に適用される１

点測定，磁界が不均一な場合に適用される３点

測定，発生源が地表下あるいは床下にあり，人

がそこに横たわる可能性のある場合に適用され

る５点測定の３つがある．	 

	 今回は，歩道端に設置された配電設備から発

生する低周波磁界を評価するために，設備近傍

や建物の壁付近などに適用される３点測定を行

った．	 	 

	 ３点測定における平均ばく露レベルを求める

手順を図２に示す．	 

	 機器表面から水平方向に0.2m離れた位置で地

表面から0.5m，1.0m，1.5mの高さの3点で測定を

行い，その測定値の平均値を平均ばく露レベル

とする．機器の高さが1.5m未満の場合はその高

さを３等分した点で測定を行う．３点測定によ

り得られる磁界の平均値は，人体全身に受ける

磁界の平均値を代用するもので[1]，我が国の磁

界規制値との比較はこれに基づいて行うことに

なっている[5]．	 

	 

	 

図２	 設備近傍での	 ３点測定点	 

	 

３．３	 最大ばく露レベルを求める測定手順	 

	 ３点測定における最大ばく露レベルを求める

には，まず機器表面から水平方向に 0.2m 離れた

位置で地表面から 1.0m の高さで磁界が最大値

を示す場所を見つける．そしてその場所で３点

測定を行い，測定値の平均値を最大ばく露レベ

ルとする．機器の高さが 1.5m 未満の場合，高さ

は地表面から 1.0m ではなく機器の高さで行う．

最大磁界の測定位置を求める手順を図３に示す．	 

	 

図３	 最大磁界の測定位置	 

	 

４．実際の測定手順	 

本報では低周波磁界の測定を，歩道端に設置

された配電用変圧器塔（6,600V/105-210V）6 台，

開閉器塔（6,600V）6 台，電柱のケーブル立上

り部(6,600V)5 箇所，の合計 17 箇所について測

定日を変えて 4 回実施した．測定器はＨＩＯＫ

Ｉ製の磁界測定器 3470 と３軸プローブ 3472
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（10Hz-2kHz）を用いて磁界の合成値を測定した．	 

	 本測定では，人が通行する側に面した機器表

面において最大磁界となる位置を見つけ，３点

測定を行い平均ばく露レベルを求めた．最大ば

く露レベルについては，機器の周囲一周におい

て最大磁界となる場所で３点測定を行った．変

圧器塔，開閉器塔については平均ばく露レベル

と最大ばく露レベルを，電柱のケーブル立上り

部については最大ばく露レベルを求めて評価し

た．実際の測定点の例を図４に示す．	 

	 

図４	 実際の測定点の例	 

	 

５．測定結果および評価	 

4 回の測定で得られた平均ばく露レベルおよ

び最大ばく露レベルの幅を表３に示す．	 

今回の測定で得られた平均ばく露レベルお

よび最大ばく露レベルはいずれの機器におい

ても規制値と比べてはるかに小さい事がわか

った．	 

	 

６．まとめ	 

	 IEC	 62110 に準拠して歩道端に設置された

6,600Vの配電用変圧器塔(6台)，開閉器塔(6台)，

および電柱のケーブル立上り部(5 箇所)が発生

する低周波磁界を測定し評価した．	 

	 磁界規制値 200µTは規制値導入後に設置され
る機器を対象としている[2]．今回の測定対象と

した配電機器は，規制値導入以前に設置された

ものだが，全てにおいて平均ばく露レベルおよ

び最大ばく露レベルともに規制値に比べてはる

かに小さい事が解った．	 

今後さらにデータを集積してく予定である．	 

表３	 平均ばく露レベルと最大ばく露レベル	 

機器 平均ばく露 
レベル [µT] 

最大ばく露 
レベル [µT] 

変圧器
塔 

1 1．29 - 1．67 1．07 - 2．33 
2 0．59 - 3．90 1．51 - 7．53 
3 2．09 - 6．81 5．73 - 9．97 
4 5．68 - 9．66 7．06 - 12．46 
5 2．89 - 6．64 5．07 - 10．38 
6 6．40 - 8．35 10．60 - 16．38 

開閉器
塔 

1 0．21 - 0．22 0．34 - 0．41 
2 0．30 - 0．54 0．44 - 0．83 
3 0．05 - 0．76 0．07 - 0．78 
4 1．34 - 2．69 1．34 - 2．69 
5 1．01 - 1．23 1．04 - 1．74 
6 0．28 - 0．31 0．31 - 0．45 

ケーブ
ル 

立上り
部 

1 --- 2．51 - 2．95 
2 --- 1．22 - 1．56 
3 --- 1．99 - 2．36 
4 --- 0．33 - 0．36 
5 --- 0．31 - 0．50 
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